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国税庁には、「鑑定官」と呼ばれる技術系職員がいます。

明治時代、酒税は国の税収の中でも特に重要な財源であり、明治32年には酒税収

入が税収首位となりました。こうした時代にあって、 酒税の確保のため、酒類の

安定した製造・供給は国家の至上命題でした。

その中で誕生した「鑑定官」は、お酒のプロフェッショナルとしてお酒が腐造せ

ず、安定して製造できるよう、科学技術を使って酒類製造者を支援してきました。

現在も「鑑定官」は酒類や揮発油類の分析・鑑定により税務行政を技術面から支

えているほか、酒類業の健全な発達を図るため、酒類製造技術基盤の維持強化、国

内に流通する酒類の品質・安全性の確保及び日本産酒類の輸出促進の側面的支援な

ど、多方面に渡る取組みを行っています。

近年、お酒を取り巻く環境は、急激に変化し、鑑定官の必要性はますます高まっ

ています。共に税務行政、酒類行政を科学技術から支える新たな「鑑定官」をお待

ちしております。
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Part 1
国税庁技術系の主な業務

間接国税課税物件の中には、税法上、化学的性状や原料・製法等
によって定義されているものがあります。その中で鑑定官が取り扱
うのは、酒類と揮発油類（ガソリン等）です。

税法上の酒類の定義は、酒税法第３条に定められています。例え
ば、清酒は「米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こした
もの等で、アルコール分22度未満の酒類」といったように、アル
コール分のほか、原料や製法などによって定義されています。

また、品目が同じでもアルコール分によって税率が異なる酒類も
あります。

酒類や揮発油類の分析及び鑑定（専門知識を

もとに判断すること）を通して、国税庁のミッ
ションである、
「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」
に貢献しています。

酒類・揮発油類の分析・鑑定

大阪国税局 鑑定官室 鑑定官

秋山 絵梨

平成31年入庁。大阪国税局酒税課

等を経て現職。

鑑評会

鑑評会以外に、ビールやワイン製造の新規参入者が増加している昨今の情勢を受け、各国税局で講習会や研
究会を開催しています。

講習会・研究会では、「最新の科学的な知見を知りたい」、「近隣の製造者との情報交換がしたい」という
製造者のニーズを踏まえ、国税局鑑定官室職員や外部の講師による最新の知見に関する講演を行っています。

また、品質評価や理化学分析の結果を各製造者に対してフィードバックすることで、酒類業界全体の技術力
向上に貢献しています。

講習会・研究会

鑑定官の分析・鑑定結果をもとに、酒税課等の調査担当が不適切な申告や納税があると懸念される者に対

して手続きを進めていくことになりますので、課税に直結する仕事として、技術系職員が果たす役割は重要
かつ、その責任は重大です。

この鑑評会は、単なる「おいしいお酒の評価会」ではありません。
その目的は、製造技術と酒類の品質の維持・向上、ひいては酒類業の健全な発達に資することにあります。

したがって、「おいしい」「まずい」「好き」「嫌い」といった主観的な評価ではなく、「この香りがする
からこの工程はこのように改善した方が良い」といった客観的かつ技術や品質の維持・向上に繋がる評価が必
要になります。こうした評価によって、製造者は自らの酒造技術とお酒の品質を省み、その水準を維持・向上
させることができます。

国税局鑑定官室では、酒類製造者に対し様々な技術支援施策
を行っています。そのひとつが鑑評会です。

鑑評会では、各製造者がその酒造技術の粋を凝らしたお酒を、
官能評価（きき酒）に精通した品質評価員が品質を評価し、そ
の結果を製造者に対してフィードバックするとともに、優れた
品質のお酒を製造した者に賞を授与しています。
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Part 1
国税庁技術系の主な業務

技術相談・技術指導

酒類製造者への技術支援は、古くから続く酒類行政の大きな柱の一つです。明治時代には酒税確保のため、
お酒の腐造防止などの技術支援に取り組んでいました。

科学の進歩した現代では腐造こそ減少しましたが、災害発生時の対応や、嗜好品としてより良い製品や多
様な製品等を製造するためのニーズに応えるべく、製造場への臨場やWebツール等の活用により、酒造現場
を技術面から下支えしています。

関東信越国税局 鑑定官室 鑑定官

永島 圭介

平成28年入庁。仙台国税局、東京国税局、国税庁

等を経て令和５年より現職。
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鑑定官は、おいしいお酒が安定して造られるよう、明治時代の終わり頃からお酒造りに科学技術を導入し、
お酒造りの技を磨く場を整えてきました。

近年、お酒を取り巻く環境は、急激に変化しています。

趣味嗜好の多様化、健康志向の高まり、少子高齢化などによる飲酒人口減少に伴って、国内のお酒の需要
は低迷しています。また、近年のICTの急速な発展は、人々のコミュニケーション手段を劇的に進化させて
います。

このような社会の変化に伴い、人々の絆を深めるためのコミュニケーションツールの一つであったお酒の
役割も変わりつつあります。

鑑定官の技術相談では時代の変化を意識して、新たな技術知見や酒造技術をキャッチアップしながら酒造
現場に活かしていくことにより、新たなお酒の価値を創っていきます。



Part 1
国税庁技術系の主な業務

酒類の安全性確保

酒類は課税物件であるとともに食品でもあります。各国税局鑑定官
室では、国税庁鑑定企画官の指示の下、食品としての酒類の安全性や、
表示のルールを遵守しているか等を確認するため、全国市販酒類調査
（市販されている酒類のモニタリング調査）を実施しています。

例えば、酒類中の成分には、安全性の観点から食品衛生法上の基準
が設けられているものがあります。具体的には、果実酒などに使用で
きる酸化防止剤の亜硫酸塩について、酒類中の残存量に上限が定めら
れています。

全国市販酒類調査における分析等の結果、改善が必要と認められる
場合は、各国税局において、保健所とも連携しながら、酒類製造者へ
の技術指導を実施します 。

国税庁酒税課での
酒類業振興

国税庁酒税課では、酒税に関する事務の企
画・立案、指導・監督、法令の解釈等のほか、
酒類の製造・販売業の免許に関する事務、酒類
業の産業行政事務等を担当しています。

国税庁 課税部 酒税課
酒類業振興・輸出促進室 課⾧補佐

坂本 光一

平成22年入庁。仙台国税局、国税庁⾧官官
房付（UCデービス）、東京国税局鑑定指導
室を経て、令和４年より現職。

技術指導では、亜硫酸塩などの食品添加物の適切な使用方法など、食品安全上リスクとなる要因を発生
させないための助言を、製造現場の実態に即した形で実施しています。

全国市販酒類調査ではそのほかにも、酒類のラベルに税法上表示が義務付けられている項目（アルコー
ル分、20歳未満の飲酒を禁止する旨等）についても確認を行っています。

また、酒類を含む食品の成分などに関する国際的な規格について、FAOとWHOにより設立されたコー
デックス委員会で議論されています。国税庁では、ここでの国際的な議論の結果も踏まえつつ、全国市販
酒類調査でモニタリングする項目を検討しています。

さらに、酒類の製造に使用される遺伝子組換え生物等の適切な使用や、東日本大震災以降の酒類の放射
性物質に関する調査の企画、酒類の保存のため酒類に混和可能な物品の指定なども実施しています。
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令和５年の日本産酒類の輸出金額は1,350億円となっており、農林水産物・食品全体の輸出金額の約
１割を占めています。酒類業振興・輸出促進室では、国内外の酒類市場の拡大を図り、酒類業の更な
る振興、健全な発達につながるよう、地理的表示（GI）制度の指定、ブランド化推進事業、日本産酒
類の認知度向上・販路拡大のための取組、日本酒・焼酎等のユネスコ無形文化遺産登録に向けた取組
などを行っています。

また、経済連携協定（EPA）等の国際交渉では、関税や輸入規制等の撤廃、地理的表示（GI）の保
護等を求めて関係省庁と緊密に連携しながら取り組んでいます。



Part 2
研究者・行政官としての活躍

他省庁出向・海外留学
文化庁出向 「誇り高き伝統のわざ 世界へ」

日本には多様な食文化が多くありますが、近年の生活文化の変化により、
その素晴らしさを感じる機会が失われつつあります。広く国民にその良さを
気づいてもらうために、私はこれらの食文化を文化財にし、保存活用を図る
仕事をしています。我が国の伝統的な酒類である日本酒や焼酎・泡盛、みり
んなどをつくるわざも我が国の立派な食文化であり、この酒造りのわざを令
和３年に文化財に登録しました。また現在はユネスコ無形文化遺産に登録す
るよう提案中です。

技術的にお困りの酒類製造者に親身になって対応した国税局での経験と、
そこで培われた人を思う気持ちを大切にしつつ、「伝統的酒造り」という文
化財を酒類業界により資するものとなるよう磨き上げていきます。

文化庁 参事官（食文化担当）付

田中 宏典
平成24年入庁。広島国税局、高松国税局、
関東信越国税局、名古屋国税局を経て、
令和５年より現職。

伊藤 友基

消費者庁新未来創造戦略本部

参事官（調査研究・国際担当）付

平成27年入庁。大阪国税局、高松国税局、国税庁
鑑定企画官付調整係⾧を経て、令和５年より現職。

消費者庁出向 「幅広い視点で」

消費者庁新未来創造戦略本部では、徳島の実証フィールドを活用した先駆
的な取組の試行や、社会情勢の変化による新しい課題などに関する国際消費
者政策研究などを行っています。

私は食品ロス削減チームや政策研究チームにも所属しており、国の機関、
地方自治体、企業などから出向してきた職員と一緒に働いています。企画立
案時には様々な知識・経験に基づく意見が得られるため、日々多くの刺激を
受けながら業務を進めています。また、チームリーダーとして、これまであ
まり経験できなかったマネジメント業務にも挑戦しており、非常にやりがい
を感じています。

幅広い視野で課題解決に取り組んだ経験や、多くのステークホルダーと協
働した経験を、国税庁の勤務にも存分に活かしていきたいと考えています。

海外留学 「良いワインは良いブドウから」

ワインの品質は、原料であるブドウの品質に左右されます。一般に、日
本のような降水量が多く湿度が高い地域では、ブドウの病気が発生しやす
く、「良いブドウ」を得るためには病気のコントロールが重要になります。

現在、私は米国のバージニア工科大学において、研究を通じてブドウの
病気に対する理解を深めるとともに、日本において発生しやすい病気の防
除やブドウの栽培方法等について学んでいます。

国産ブドウのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒は「日本ワイ
ン」と名乗ることができます。「日本ワイン」の国際的な競争力を高める
ために、「良いブドウ」を得る技術を学び、日本のワイン業界に還元して
いきたいと考えています。

山口 一真

国税庁 ⾧官官房付

平成29年入庁。広島国税局、国税庁鑑定
企画官付（ワイン添加物担当）等を経て、
令和５年より現職。（写真右）

独立行政法人 酒類総合研究所

「日本酒のおいしさを保つための研究」

日本酒を⾧く保管していると「老香（ひねか）」とよばれる
においが発生し、本来のお酒の香りが損なわれます。老香を抑
えることは日本酒のおいしさを保つ上で大きな課題です。

私は研究所に配属されて約20年間、老香の研究を続けていま
す。老香に関わる成分やその生成機構などについて研究を進め、
日本酒メーカーと共同で、老香の元になる物質をほとんどつく
らない酵母を開発しました。この酵母を使うことで日本酒のお
いしさが⾧持ちし、世界中の人においしい日本酒を飲んでもら
えるようになることを期待しています。

「日本ワインの産地特性の解明に向けて」

ブドウは色や香味をもつ多様な成分を果実に蓄積し、これらは
ワインの品質にとって重要であるとともに、地域による品質の違
いにも関連していると考えられますが、我が国の各産地における
これらの成分組成に関する詳細な調査はみられませんでした。そ
こで、平成28年より国内の関連機関との共同研究において各産
地のブドウの生育予測並びにブドウ及び製成したワインにおける
品質成分の調査に取り組んでいます。

日本のワイン造りにおいて、国内で栽培されたブドウから生産された日本ワインの占める割合は約
5％に過ぎません。一方で、新規参入した小規模なワイナリーは北海道や⾧野など新興のワイン産地を
中心に近年急速に増加しており、今後、国内のワイン産地形成が進むことが期待されます。私たちの研
究調査につきましてもその流れを支援できるような研究へと進展させることができればと思っています。

磯谷 敦子

酒類総合研究所
品質・評価研究部門 部門⾧

平成８年入庁。令和５年より現職。

小山 和哉

酒類総合研究所

成分解析研究部門 副部門⾧

平成11年入庁。令和５年より現職。
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Part 3
若手技官の１日と１年の流れ

１年の局の流れ

若手技官の１日
仙台国税局 鑑定官室 技官
松田 莉沙（令和４年入庁）

出発前に先輩職員と打合せを行
います。相談内容について確認
し、見るべきポイントや課題を
検討します。

9:00 打合せ

10:30 臨場

製造場では、製造設備や麹・も
ろみの状態を見せていただきま
す。出来上がったお酒の官能評
価をすることもあります。

15:00 帰庁

局に戻ってきました。今日
得た知見をまとめ、事績を
作成します。

17:00 退庁

仕事もひと段落。
お疲れ様でした!

高松国税局 鑑定官室 技官
宮崎 日菜子（令和５年入庁）

８:30 評価準備

10:00 評価開始

16:00 結果の集計

19:00 退庁

今日は燗酒の評価!
朝一番に評価するお酒の準備を
します。温度を保つため、また
評価するお酒が何か分からない
ようにするため、水筒に移し替
えます。

評価が始まりました。一つ一つ
のお酒の匂いや味わいを確かめ
ていきます。真剣勝負です。

無事に評価が終了したので、結
果の集計に移ります。やること
は山積みですが、今日中に終わ
らせるぞ～。

集計も終わったし、評価の後
片付けも完了! ガッツポー
ズで退庁します。

国税庁 鑑定企画官付審査係 係員
荒木 祥多（令和５年入庁）

18:00
退庁

16:00 鑑定企画官へご説明

13:30 打合せ

12:15 昼食

9:30 出勤

今日は酒類の新しい分析法を公的
に認めてよいか検討していきます。
午後の打合せに向け、過去の資料
を読んで勉強します。

ランチは同期とおしゃれな
食堂で。荒木大満足!

係内で意見を交換し、対応方針を
まとめていきます。専門的な話に
も頑張ってついていきます。

打合せの内容をお伝えしてご意見
をいただきます。鑑定企画官にも
ご納得いただき一安心です。

無事に話がまとまり、区切りの
いいところで帰ります。
お疲れ様でした!

技術相談の対応

鑑評会の品質評価

国税庁係員

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

ある国税局の１年の流れを紹介します。

ガソリン
分析

ガソリン
分析

鑑評会

ビール研究会

ワイン研究会

季節前
講話会

若手製造者向け
研修の講師

呑み
切り

技術相談
（果実酒）

技術相談
（清酒）

技術相談
（ビール）
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採用１、２年目の職員に１日の仕事を
聞いてみました。



特集
若手座談会～若手の声を

聞いてみました～

宮崎 日菜子

高松国税局 鑑定官室 財務技官

令和５年入庁。
令和５年７月より現職。

早川 貴将
国税庁 鑑定企画官付 企画係

令和５年入庁。
令和５年７月より現職。

森山 安武

札幌国税局 鑑定官室 財務技官

令和４年入庁。国税庁鑑定企画官付
企画係を経て、令和５年７月より現職。

豊澤 義文
熊本国税局 鑑定官室 財務技官

令和４年入庁。
令和４年７月より現職。

小川 結美子
国税庁 鑑定企画官付 総括係

令和５年入庁。
令和５年７月より現職。

～酒類総合研究所で行われた焼酎醸造研修中に若手職員と座談会をしました～

小川（以下司会）:早速ですが、若手（１年目～２年目）の職員の皆様にお伺いします。
入庁したからこそわかる、「国税庁総合職技術系の強み」はどのようなものだと考えます
か。

森山:実際にお酒を造っている製造者と接するなど、かなり現場に近いところで働くこと
ができる点ですかね。他の国家公務員総合職ではなかなかできない仕事だと思います。

豊澤:国家公務員以外でも、地域・酒の種類を問わずに酒類業界に携われる仕事は少ない
と思うので、強みではないかと思います。

司会:それでは、「入庁前と入庁後のイメージの違い」はありましたか。

早川:入庁前は漠然と「忙しそう」というイメージでしたが、落ち着いている時期もあることがわかりまし
た。また上司や同僚に助けてもらいながら自分のペースで仕事に取り組むことができています。

宮崎:思ったよりも自分に任される裁量が大きい点はギャップでした。

森山:私の場合、入庁前は本当に自分が官能評価が出来るかどうかが不安でしたが、研修
が充実していたこともあり、意外とすぐに出来るようになりました。
しかし、製造者の方々とのコミュニケーションを取るにあたっては官能評価のみならず多
岐にわたる勉強を続けなければならないとも感じました。

豊澤:技術系といえども国家公務員はデスクワークが多いのかなぁと思っていましたが、
想像以上に出張や分析の仕事も多かったです。

司会:「印象に残っている仕事ややりがいを感じた仕事」は何ですか。

宮崎:私は、清酒鑑評会です。初めて酒税課など他課室の方や酒類製造者の方と連携した
仕事だったので印象に強く残っています。

森山:私は、研究会です。自身で学んだ知識を基に、酒類製造者の方々と直接コミュニ
ケーションを取れた時は、鑑定官の仕事の醍醐味を感じることが出来ました。

豊澤:私は、登山が好きで、勤務時間後ではないですが、よく山に登っ
ています。
左の写真は南アルプスの塩見岳へ登った際の写真です。転勤が多いこと
を活かし、日本中の山を登りたいと目論んでいます。

司会:皆様、いろいろなお話をありがとうございました!

早川:私は、国税庁での勤務経験しかないですが、他省庁等から連絡が来た際、上司に対
して必要な情報を速やかかつ簡潔に伝えることが出来た時に達成感を感じました。

司会:皆様、様々な経験をされていましたね。最後に、「勤務後の楽しみ」を教えてくだ
さい。

宮崎:難しいことを考えず、だらだらすることですかね。

早川:私は美味しいご飯を食べることです。１日の中で一番ゆっくり食べることが出来る
夕食を楽しみにしています。

森山:私も色々なお店に夕食を食べに行くことが楽しみです。北海道は美味しいものが多
く、最近はスープカレーがお気に入りです。

内定者の声
・官庁訪問を通じ、国税局での業務を大事にしていることが共通認識として感じ取れ、国税庁では現場感覚の
伴った政策として立案できることが、他省庁には無い国税庁の魅力だと感じました。

・酒造の現場と行政の両方に関わることが出来ることに魅力を感じました。理系の知識を活かして酒蔵に寄り添
い、支えることのできる鑑定官になることが目標です。

・官庁訪問で1つ上の先輩からたくさんお話を聞けて自分の未来をより想像でき、国税庁の雰囲気もわかってよ
かったです。

・説明会と官庁訪問で話を聞いた中で、携われる業務の幅の広さと、現場の方との距離の近さが最も印象に残っ
ています。また、その幅の広さから、自身の研究で酒類そのものを扱っている訳ではありませんが、研究で学ん
だ技術や、学生生活での経験を活かせると感じました。

・関係各所と協力しながら日本の酒類業を幅広く支えられることに魅力を感じました。
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～内定者の方に国税庁の魅力などについて聞いてみました～

豊澤:私は、技術相談・技術指導です。酒蔵が多種多様なのは頭では理解していたつもりですが、実際に行かせて
もらうと、見上げても上が見えないような巨大な機械やタンクを持つ大きな酒蔵から、少人数で手作りを徹底して
いる小さな酒蔵まであり、普段何気なく口にする酒類製造者という言葉の意味の幅を改めて考えさせられました。



Part 4
ワークライフバランス 産休・育休

私はこれまで二度の産休・育休を取得し、現在は久々の鑑定官室

で、鑑評会の運営や製造場への臨場といった「現場での業務」を楽
しんでいます。

二度目の育休明け、夫の地方転勤に合わせ、徳島県に設置された
消費者庁のオフィスに出向しました。縁もゆかりもない四国での生
活に不安はありましたが、病児保育等の行政サービスにも助けられ
つつ、育児短時間勤務やフレックスタイム制度、テレワークといっ
た様々な制度をフル活用し、食品表示をはじめとした複数のプロ
ジェクトや政策研究をチームリーダーとして担当しました。家族や
職場の理解と協力を得ながら、日々公私ともに奮闘していますが、
これらの経験が今後の糧になると思っています。

鑑定企画官からの
メッセージ 私たち、技術系職員は、財政物資である「酒類」と「揮発

油」の課税に関する技術的事項を担うとともに、国税庁が酒
類業を所管していることから、酒類業の発達と改善に関する
技術的な側面を支えています。

特徴として、全国12国税局（沖縄国税事務所を含む）に
鑑定官が勤務し、課税に係る分析や各地域の状況に合わせた
施策を実施していることがあげられます。

酒類業者と直接対することも多い職場で、施策の効果や業
界の反応を直接感じられるところが魅力の一つです。

他方、企画・立案を行う国税庁での勤務やお酒の唯一の研
究機関である独立行政法人酒類総合研究所で研究を行う道も
あります。

政府として農林水産物・食品の輸出拡大に力をいれるなか、
国税庁も日本産酒類の輸出促進に取り組んでいますが、私た
ちは酒類の専門家として国際交渉や製造・ブランド化等に関
する技術的助言などを行っています。

私たちの仕事は多岐にわたっており、皆さんの能力を発揮
できる可能性があります。少しでも興味を持たれましたら、
国税庁の門戸をたたいてみてください。

テレワーク

私は、国税庁で独立行政法人酒類総合研究所の予算要求や、
時に国会対応などを行っています。本務地は東京ですが、月
に１週間程度、東京から飛行機で１時間ほどの場所にある自
宅で在宅勤務をしています。本制度を使う前は、月に１度帰
ることができればよい方でしたが、現在は家族と共に過ごす
時間を増やすことができとても充実しています。私の希望に
応じて、柔軟な働き方をすぐに取り入れてくれた上司をはじ
めとする周囲の方に大変感謝しています。全国転勤のある職
種ですが、変わらず業務を行いながらも生活の拠点を自分で
選択することができています。

私は共働きの妻と協力し、３歳と６歳の娘を育児しています。
フレックスタイム制度を活用し、毎日、保育園のお迎えに間に
合うように退庁しています。また、子供が体調不良の際は、テ
レワークも積極的に活用しています。

現在は、「日本農林規格等に関する法律（JAS法）」に基づく
有機酒類に係る国際交渉や酒類に使用する添加物の審査などを
担当しています。非常に重要な事務ですが、室員の協力を得て
仕事を回しています。

仕事でも育児でも後悔しないために、日々全力で取組んでい
ます。支えていただいている皆様にはとても感謝しています。
帰宅後は、夕食の支度から洗濯、翌日の登園準備などを子供た
ちと一緒に行っています。休日は、娘たちの習い事の合間を
縫って、お酒のイベントにも参加し、充実した日々を過ごして
います。

フレックスタイム制度

天下谷 佳代子
国税庁 鑑定企画官付 企画係⾧

平成31年入庁。広島国税局鑑定官室、同局酒税
課を経て、令和４年より現職。

近藤 拓弥

国税庁 鑑定企画官補佐

平成25年入庁。広島国税局、東京国税局、
文化庁等を経て、令和５年より現職。

徳永 美和子

東京国税局 鑑定官室 鑑定官

平成27年入庁。関東信越国税局、消費者庁
等を経て、令和５年より現職。

岩田 知子

国税庁 鑑定企画官

平成５年入庁。名古屋、大阪、広島国税局主任
鑑定官、福岡熊本国税局鑑定官室⾧、熊本国税
局酒類監理官等を経て、令和５年より現職。
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採用情報Q＆A

Q. 採用までの流れを教えてください。

人事院が実施する国家公務員総合職試験（大卒・院卒は問いません）のうち、「デジタル」「工学」「数理科学・
物理・地球科学」「化学・生物・薬学」「農業科学・水産」「農業農村工学」「森林・自然環境」のいずれかの区分
において最終合格する必要があります。

最終合格後、国税庁にて指定の期日に面接を受けていただき（官庁訪問）、選考を進めていきます。官庁訪問にお
いては、年齢・経歴・専門分野・試験の順位・性別を問わず、人物本位の採用を行っています。

A.

国家公務員総合職試験の日程・試験種目等については、人事院のホームページ「国家公務
員試験採用情報NAVI」をご覧ください（右記URL及びQRコードからアクセスできます）。
また、官庁訪問の詳細については、国税庁ホームページの技術系採用案内をご覧ください。

https://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.html

Q. お酒が弱いのですが、大丈夫ですか?

A. 官能評価（きき酒）時は、お酒を飲みこまず吐き出すため、お酒が弱くても大丈夫です。
実際に職員の中にも、お酒を普段飲まない人や、お酒が弱い人が在籍しています。

A. 近年の実施状況は以下のとおりです。
そのほか、本人の希望・適性に応じた各種研修や、各国税局鑑定官室でのOJTといったメニューが揃っています。

採用 ３年目 ５年目 １０年目

海外大学院等留学
世界の最先端の酒類製造、分析
技術に関する研究等に従事

海外酒類製造研修
世界の最先端の酒類製造に
関する技能を習得

総合職基礎研修
税務行政に関する知識を習得

初任行政研修
（人事院主催）

行政官としての基礎的な能力を習得

新人技官研修
税務行政及び酒類製造や分析、
官能評価に関する知識を習得

高等税法研修
税務行政に関する知識を習得

３年目フォローアップ研修
（人事院主催）

行政官としての基礎的な能力を習得

清酒・焼酎・果実酒・ビール製造研修
酒類製造に関する知識を習得

鑑定官（上級）研修
専門分野の応用的な知識、技能を習得

鑑定官（基礎）研修
専門分野の基礎的な知識、技能を習得

Q. 勤務地について教えてください。

A. 入庁後は通常全国の国税局鑑定官室に配属され、分析・鑑定の実
務及び管内の製造者を対象とした技術的な施策の企画・立案を中心
に携わります。その後本人の適性や希望に応じて、おおむね２～３
年周期で国税庁や国税局を中心に勤務します（広域異動を伴う場合
もあります）。

Q. 最近の採用実績を教えてください。

過去５年の採用実績は以下のとおりです。年により偏りがありますが、特定の試験区分を重視した選考は実施してお
りません。A.

年 R2 R3 R4 R5 R6(内定)

採用人数 6(3) 7(3) 4(2) 4(2) 6(4)

試
験
区
分

デジタル ‐ ‐ 0 0 0

工学 1 0 0 0 1

数理科学・物理・
地球科学 0 1 0 0 0

化学・生物・薬学 2 3 4 2 2

農業科学・水産 2 3 0 1 3

農業農村工学 1 0 0 0 0

森林・自然環境 0 0 0 1 0

（括弧内は、うち女性数。試験区分は、院卒・大卒・性別を区別せず）

Q. キャリアパスについて教えてください。

A. 採用当初は技官（本庁係員級）として任用され、勤務年数・成績に応じて鑑定官（本庁係⾧～課⾧補佐
級）、主任鑑定官（国税局課⾧級）、鑑定官室⾧（国税局部次⾧級）等に昇任していきます。

そのほか、独立行政法人酒類総合研究所や他省庁等に出向する機会もあります。

Q. お酒について詳しくないのですが、研修制度はありますか?

・国税局 技官
・国税庁 係員

・国税局 鑑定官
・国税庁 係⾧

・国税局 主任鑑定官
・国税庁 課⾧補佐

・国税局 鑑定官室⾧
・国税庁 鑑定企画官

独立行政法人 酒類総合研究所
他省庁、留学・海外派遣等
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